
（大阪市湊町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正）

第１条 大阪市湊町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成

７年大阪市条例第５号）の一部を次のように改正する。

第５条の見出しを「（建築物の容積率の最高限度）」に改め、同条第１項中「合

計」を「合計。以下同じ。」に、「割合」を「割合（以下「容積率」という。）」に

改め、同条第２項中「延べ面積」を「建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面

積」に改め、同条中第３項を次のように改める。

３ 第１項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げ

る建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号にお

いて「自動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において

「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において

「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」

という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

第５条に次の１項を加える。

４ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建
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築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得

た面積を限度として適用するものとする。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

（大阪市中之島３丁目中央地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部改正）

第２条 大阪市中之島３丁目中央地区地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例（平成１１年大阪市条例第２６号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項及び第３項中「第５項及び第６項」を「第６項及び第７項」に改め、

同条中第４項を次のように改める。

４ 第１項、第６項及び第７項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ

面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号にお

いて「自動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において

「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において

「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」

という。）
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� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

第５条中第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加

える。

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得

た面積を限度として適用するものとする。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

第１０条第１項第３号中「第５項」を「第６項」に改める。

（大阪市北浜１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

改正）

第３条 大阪市北浜１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（平成１４年大阪市条例第９号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項及び第３項中「第５項及び第６項」を「第６項及び第７項」に改め、

同条中第４項を次のように改める。

４ 第１項、第６項及び第７項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ

面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号にお

いて「自動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において
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「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において

「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」

という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

第５条中第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加

える。

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得

た面積を限度として適用するものとする。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

第９条第３項、第４項、第６項及び第７項並びに第１０条第１項第３号中「第５

項」を「第６項」に改める。

（大阪市新町１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

改正）

第４条 大阪市新町１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（平成２１年大阪市条例第１０４号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項及び第３項中「第５項」を「第６項」に改め、同条中第４項を次の

ように改める。
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４ 第１項及び第６項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、

次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号にお

いて「自動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において

「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において

「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」

という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

第５条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得

た面積を限度として適用するものとする。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

（大阪市岩崎橋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

正）

第５条 大阪市岩崎橋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平
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成６年大阪市条例第２３号）の一部を次のように改正する。

第５条第３項及び第４項中「第６項」を「第７項」に改め、同条中第５項を次の

ように改める。

５ 第１項、第２項及び第７項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ

面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号及び

第１１条第３項において「自動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号及び第１１

条第３項において「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号及び第１１

条第３項において「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号及び第１１条第３項において「自家発

電設備設置部分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号及び第１１条第３項において「貯水槽設置部

分」という。）

第５条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。

６ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得

た面積を限度として適用するものとする。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１
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� 貯水槽設置部分 １００分の１

第１１条第３項第１号中「自動車車庫等の用途に供するものである」を「おいて自

動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水

槽設置部分となる」に改め、同項第２号中「増築前における自動車車庫等の用途に

供しない」を「増築前における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、

自家発電設備設置部分及び貯水槽設置部分以外の」に、「）における自動車車庫等

の用途に供しない」を「）における当該」に、「こと」を「ものであること」に改

め、同項中第３号を次のように改める。

� 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の

床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面

積の合計又は貯水槽設置部分の床面積の合計（以下この号において「対象部分

の床面積の合計」という。）が、第５条第６項各号に掲げる建築物の部分の区

分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定

める割合を乗じて得た面積（改築の場合において、基準時における対象部分の

床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当

該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えてい

るときは、基準時における対象部分の床面積の合計）を超えないものであるこ

と

第１３条第１項中「第６項」を「第７項」に改め、同条第３項、第４項、第６項及

び第７項中「第５条第６項」を「第５条第７項」に、「第５項」を「第６項」に改

める。

（大阪市長柄堺線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正）

第６条 大阪市長柄堺線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例（平成７年大阪市条例第６号）の一部を次のように改正する。
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第３条第２項及び第３項中「第５項」を「第６項」に改め、同条中第４項を次の

ように改める。

４ 第１項及び第６項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、

次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号にお

いて「自動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において

「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において

「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」

という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

第３条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得

た面積を限度として適用するものとする。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

第６条第３項、第４項、第６項及び第７項中「第３条第５項」を「第３条第６
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項」に、「第４項まで」を「第５項まで」に改める。

（大阪市西野田中津線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部改正）

第７条 大阪市西野田中津線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例（平成７年大阪市条例第７号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項及び第３項中「第５項及び第６項」を「第６項及び第７項」に改め、

同条中第４項を次のように改める。

４ 第１項、第６項及び第７項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ

面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号にお

いて「自動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において

「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において

「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」

という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

第４条中第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加

える。

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得

た面積を限度として適用するものとする。
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� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

第７条第３項、第４項、第６項及び第７項中「第４条第６項」を「第４条第７

項」に、「第５項」を「第６項」に改める。

第８条第１項中「第５項」を「第６項」に改める。

（大阪市加島地域駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部改正）

第８条 大阪市加島地域駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（平成８年大阪市条例第４号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項第１号中「割合」を「割合（以下「容積率」という。）」に改め、

同条第２項及び第３項中「延べ面積」を「建築物の容積率の算定の基礎となる延べ

面積」に改め、同条中第４項を次のように改める。

４ 第１項第１号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次

に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号にお

いて「自動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において

「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において

「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」
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という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

第６条に次の１項を加える。

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得

た面積を限度として適用するものとする。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

（大阪市放出駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

改正）

第９条 大阪市放出駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（平成９年大阪市条例第５号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項第１号中「割合」を「割合（以下「容積率」という。）」に改め、

同条第２項及び第３項中「延べ面積」を「建築物の容積率の算定の基礎となる延べ

面積」に改め、同条中第４項を次のように改める。

４ 第１項第１号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次

に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号にお

いて「自動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において
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「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において

「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」

という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

第６条に次の１項を加える。

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得

た面積を限度として適用するものとする。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

（大阪市長吉東部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改

正）

第１０条 大阪市長吉東部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（平成９年大阪市条例第６７号）の一部を次のように改正する。

第５条の見出しを「（建築物の容積率の最高限度）」に改め、同条第１項中「割

合」を「割合（以下「容積率」という。）」に改め、同条第２項及び第３項中「延

べ面積」を「建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積」に改め、同条中第４項

を次のように改める。

４ 第１項及び次条第１号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積
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には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号にお

いて「自動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において

「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において

「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」

という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

第５条に次の１項を加える。

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得

た面積を限度として適用するものとする。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

第６条第１号中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改める。

（大阪市北野都島線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部改正）

第１１条 大阪市北野都島線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する
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条例（平成１１年大阪市条例第２８号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項及び第３項中「第５項」を「第６項」に改め、同条中第４項を次の

ように改める。

４ 第１項及び第６項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、

次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号にお

いて「自動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において

「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において

「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」

という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

第３条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得

た面積を限度として適用するものとする。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１
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第５条第３項、第４項、第６項及び第７項中「第３条第５項」を「第３条第６

項」に、「第４項まで」を「第５項まで」に改める。

（大阪市淡路駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

改正）

第１２条 大阪市淡路駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（平成１５年大阪市条例第３２号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項及び第３項中「第５項」を「第６項」に改め、同条中第４項を次の

ように改める。

４ 第１項及び第６項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、

次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号にお

いて「自動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において

「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において

「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」

という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

第５条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得

た面積を限度として適用するものとする。
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� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

第１３条第３項、第４項、第６項及び第７項中「第５条第５項」を「第５条第６

項」に、「第４項まで」を「第５項まで」に改める。

（大阪市南堀江１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正）

第１３条 大阪市南堀江１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例（平成１６年大阪市条例第６０号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項及び第３項中「第５項」を「第６項」に改め、同条中第４項を次の

ように改める。

４ 第１項及び第６項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、

次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘

導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号及び

第１０条第１項において「自動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号及び第１０

条第１項において「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号及び第１０

条第１項において「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号及び第１０条第１項において「自家発

電設備設置部分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号及び第１０条第１項において「貯水槽設置部
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分」という。）

第５条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建

築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得

た面積を限度として適用するものとする。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

第１０条第１項第１号中「自動車車庫等の用途に供するものである」を「おいて自

動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水

槽設置部分となる」に改め、同項第２号中「増築前における自動車車庫等の用途に

供しない」を「増築前における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、

自家発電設備設置部分及び貯水槽設置部分以外の」に、「）における自動車車庫等

の用途に供しない」を「）における当該」に、「こと」を「ものであること」に改

め、同項中第３号を次のように改める。

� 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の

床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面

積の合計又は貯水槽設置部分の床面積の合計（以下この号において「対象部分

の床面積の合計」という。）が、第５条第５項各号に掲げる建築物の部分の区

分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定

める割合を乗じて得た面積（改築の場合において、基準時における対象部分の

床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当
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該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えてい

るときは、基準時における対象部分の床面積の合計）を超えないものであるこ

と

第１０条第４項中「これら」を「第５条第１項、第６条及び第８条」に改める。

第１２条第３項、第４項、第６項及び第７項中「第５条第５項」を「第５条第６

項」に、「第４項まで」を「第５項まで」に改める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

平成２４年１１月 ６ 日提出

大阪市長 橋 下 徹

説 明

建築基準法施行令の一部改正に伴い、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法

を改めるため、大阪市湊町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例ほか１２条例

の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。
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（建築物の延べ面
容積率

積の敷地面積に対する割合の最高限度）

第５条 建築物の延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、その延べ面積

の合計。以下同じ。）の敷地面積に対する割合（以下「容積率」という。）は、Ｂ－１地区内及

びＢ－２地区内にあっては１０分の５０以下、Ｃ－１地区内にあっては１０分の２０以下でなければな

らない。

２ 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又

は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

３ 第１項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車

のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分の床面積は、当

該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の５分の１を限度として算入しない。

３ 第１項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築物の部

分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号において「自動車車庫等部分」

という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において「備蓄倉庫部

分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において「蓄電池設置

部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

４ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の

床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の

床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとす

る。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

（参 照） 傍線は削除�
�
�太字は改正

大阪市湊町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

１９



� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

２０



大阪市中之島３丁目中央地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（抄）

（建築物の容積率の最高限度）

第５条 省 略

２ 前項、第５項
第６項

及び第６項
第７項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分

（共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床

面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合においては、それぞれの建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の和）の

３分の１を限度として算入しない。

３ 第１項、第５項
第６項

及び第６項
第７項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共

同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

４ 第１項、次項及び第６項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動

車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び

乗降場を含む。）の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計

（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計

の和）の５分の１を限度として算入しない。

４ 第１項、第６項及び第７項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次

に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号において「自動車車庫等部分」

という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において「備蓄倉庫部

分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において「蓄電池設置

部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の

２１



床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の

床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとす

る。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

５
６
－６
７

省 略

（罰 則）

第１０条 次の各号のいずれかに該当する者は、５００，０００円以下の罰金に処する。

	－
 省 略

� 第５条第１項若しくは第５項
第６項

又は第７条の規定に違反した場合における当該建築物の設計

者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合に

おいては、当該建築物の工事施工者）

� 省 略

２－３ 省 略

２２



大阪市北浜１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（抄）

（建築物の容積率の最高限度）

第５条 省 略

２ 前項、第５項
第６項

及び第６項
第７項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分

（共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床

面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合においては、それぞれの建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の和）の

３分の１を限度として算入しない。

３ 第１項、第５項
第６項

及び第６項
第７項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共

同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

４ 第１項、次項及び第６項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動

車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び

乗降場を含む。）の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計

（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計

の和）の５分の１を限度として算入しない。

４ 第１項、第６項及び第７項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次

に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号において「自動車車庫等部分」

という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において「備蓄倉庫部

分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において「蓄電池設置

部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の

２３



床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の

床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとす

る。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

５
６
－６
７

省 略

（１の敷地とみなすこと等による制限の緩和）

第９条 省 略

２ 省 略

３ 法第８６条第３項の規定に基づく許可を受けた１又は２以上の建築物については、同項の規定

により１の敷地とみなされる一団地を当該１又は２以上の建築物の１の敷地とみなして、第５

条の規定を適用する。この場合において、当該１又は２以上の建築物の容積率は、その許可の

範囲内において、当該一団地を１の敷地とみなして適用する同条第１項から第５項
第６項

までの規定

による限度を超えるものとすることができる。

４ 法第８６条第４項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一定の一団の土地の

区域内に現に存する建築物については、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の１の

敷地とみなして、第５条の規定を適用する。この場合において、当該許可を受けた建築物の容

積率は、その許可の範囲内において、当該一定の一団の土地の区域を１の敷地とみなして適用

する同条第１項から第５項
第６項

までの規定による限度を超えるものとすることができる。

５ 省 略

６ 法第８６条の２第２項の規定に基づく許可を受けた建築物及び一敷地内認定建築物については、

公告認定対象区域をこれらの建築物の１の敷地とみなして、第５条の規定を適用する。この場

合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内において、当該公告認定

対象区域を１の敷地とみなして適用する同条第１項から第５項
第６項

までの規定による限度を超える

ものとすることができる。

２４



７ 法第８６条の２第３項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一敷地内許可建

築物については、同項に規定する公告許可対象区域（以下「公告許可対象区域」という。）を

これらの建築物の１の敷地とみなして、第５条の規定を適用する。この場合において、当該許

可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内において、当該公告許可対象区域を１の敷地

とみなして適用する同条第１項から第５項
第６項

までの規定による限度を超えるものとすることがで

きる。

（罰 則）

第１０条 次の各号のいずれかに該当する者は、５００，０００円以下の罰金に処する。

	－
 省 略

� 第５条第１項若しくは第５項
第６項

又は第７条の規定に違反した場合における当該建築物の設計

者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合に

おいては、当該建築物の工事施工者）

� 省 略

２－３ 省 略

２５



大阪市新町１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（抄）

（建築物の容積率の最高限度）

第５条 省 略

２ 前項及び第５項
第６項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階

でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（共同住

宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床面積は、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場

合においては、それぞれの建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の和）の３分の１

を限度として算入しない。

３ 第１項及び第５項
第６項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の

共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

４ 第１項及び次項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫そ

の他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を

含む。）の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷

地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の

５分の１を限度として算入しない。

４ 第１項及び第６項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる

建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号において「自動車車庫等部分」

という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において「備蓄倉庫部

分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において「蓄電池設置

部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の

２６



床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の

床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとす

る。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

５
６

省 略

２７



大阪市岩崎橋地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（抄）

（建築物の容積率の最高限度）

第５条 省 略

２ 省 略

３ 前２項及び第６項
第７項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地

階でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（共同

住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床面積は、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場

合においては、それぞれの建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の和）の３分の１

を限度として算入しない。

４ 第１項、第２項及び第６項
第７項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共

同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

５ 第１項、第２項及び次項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動

車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び

乗降場を含む。第１１条第３項において「自動車車庫等」という。）の用途に供する部分の床面

積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合に

おいては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の５分の１を限度として算入しない。

５ 第１項、第２項及び第７項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次

に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号及び第１１条第３項において「自

動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号及び第１１条第３項にお

いて「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号及び第１１条第３項にお

いて「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号及び第１１条第３項において「自家発電設備設置部

分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号及び第１１条第３項において「貯水槽設置部分」という。）

２８



６ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の

床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の

床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとす

る。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

６
７

省 略

（既存の建築物に対する制限の緩和）

第１１条 省 略

２ 省 略

３ 法第３条第２項の規定により第５条第１項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲

げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第３条第３項第３号及び第４号の

規定にかかわらず、第５条第１項の規定は、適用しない。

	 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものである
おいて自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄

電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分となる
こと


 増築前における自動車車庫等の用途に供しない
自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部

分及び貯水槽設置部分以外の
部分の床面積の合計が基準時（法第３条第２項の規定により第

５条第１項の規定の適用を受けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続き

第５条第１項の規定（同項の規定が改正された場合においては改正前の同項の規定を含

む。）の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。）における自動
当該

車車庫等の用

途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること

� 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築

後における当該建築物の床面積の合計の５分の１（改築の場合において、基準時における自

２９



動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計

の５分の１を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積

の合計）を超えないこと

� 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、

蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計又は貯水槽設置部分

の床面積の合計（以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。）が、第５条第

６項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積

の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積（改築の場合において、基準時における対

象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建

築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時

における対象部分の床面積の合計）を超えないものであること

４ 省 略

（１の敷地とみなすこと等による制限の緩和）

第１３条 法第８６条第１項の規定に基づく認定を受けた同項に規定する１又は２以上の建築物（以

下「１又は２以上の建築物」という。）で法第６８条の４の規定の適用を受けるものについては、

同項の規定により１の敷地とみなされる一団地を当該１又は２以上の建築物の１の敷地とみな

して、第５条第２項から第６項
第７項

までの規定（以下「特例対象規定」という。）を適用する。

２ 省 略

３ 法第８６条第３項の規定に基づく許可を受けた１又は２以上の建築物で法第６８条の４の規定の

適用を受けるものについては、同項の規定により１の敷地とみなされる一団地を当該１又は２

以上の建築物の１の敷地とみなすとともに、第５条第６項
第７項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９

条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」として特例対象規定を適用する。この場合におい

て、当該１又は２以上の建築物の容積率は、その許可の範囲内において、当該一団地を１の敷

地とみなして適用する同条第２項から第５項
第６項

までの規定による限度を超えるものとすることが

できる。

４ 法第８６条第４項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一定の一団の土地の

区域内に現に存する建築物で、法第６８条の４の規定の適用を受けるものについては、当該一定

の一団の土地の区域をこれらの建築物の１の敷地とみなすとともに、第５条第６項
第７項

の規定中

３０



「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」として特例対象規定を

適用する。この場合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内におい

て、当該一定の一団の土地の区域を１の敷地とみなして適用する同条第２項から第５項
第６項

までの

規定による限度を超えるものとすることができる。

５ 省 略

６ 法第８６条の２第２項の規定に基づく許可を受けた建築物及び一敷地内認定建築物で、法第６８

条の４の規定の適用を受けるものについては、公告認定対象区域をこれらの建築物の１の敷地

とみなすとともに、第５条第６項
第７項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるの

は「第５２条第１４項」として特例対象規定を適用する。この場合において、当該許可を受けた建

築物の容積率は、その許可の範囲内において、当該公告認定対象区域を１の敷地とみなして適

用する同条第２項から第５項
第６項

までの規定による限度を超えるものとすることができる。

７ 法第８６条の２第３項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一敷地内許可建

築物（以下「一敷地内許可建築物」という。）で、法第６８条の４の規定の適用を受けるものに

ついては、同項に規定する公告許可対象区域（以下「公告許可対象区域」という。）をこれら

の建築物の１の敷地とみなすとともに、第５条第６項
第７項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９条の

２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」として特例対象規定を適用する。この場合において、

当該許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内において、当該公告許可対象区域を１

の敷地とみなして適用する同条第２項から第５項
第６項

までの規定による限度を超えるものとするこ

とができる。

８－１４ 省 略

３１



大阪市長柄堺線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（抄）

（建築物の容積率の最高限度）

第３条 省 略

２ 前項及び第５項
第６項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階

でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（共同住

宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床面積は、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場

合においては、それぞれの建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の和）の３分の１

を限度として算入しない。

３ 第１項及び第５項
第６項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の

共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

４ 第１項及び次項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫そ

の他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を

含む。）の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷

地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の

５分の１を限度として算入しない。

４ 第１項及び第６項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる

建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号において「自動車車庫等部分」

という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において「備蓄倉庫部

分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において「蓄電池設置

部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の

３２



床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の

床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとす

る。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

５
６

省 略

（１の敷地とみなすこと等による制限の緩和）

第６条 省 略

２ 省 略

３ 法第８６条第３項の規定に基づく許可を受けた１又は２以上の建築物で法第６８条の４の規定の

適用を受けるものについては、同項の規定により１の敷地とみなされる一団地を当該１又は２

以上の建築物の１の敷地とみなすとともに、第３条第５項
第６項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９

条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」として同条の規定を適用する。この場合において、

当該１又は２以上の建築物の容積率は、その許可の範囲内において、当該一団地を１の敷地と

みなして適用する同条第１項から第４項
第５項

までの規定による限度を超えるものとすることができ

る。

４ 法第８６条第４項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一定の一団の土地の

区域内に現に存する建築物で、法第６８条の４の規定の適用を受けるものについては、当該一定

の一団の土地の区域をこれらの建築物の１の敷地とみなすとともに、第３条第５項
第６項

の規定中

「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」として同条の規定を適

用する。この場合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内において、

当該一定の一団の土地の区域を１の敷地とみなして適用する同条第１項から第４項
第５項

までの規定

による限度を超えるものとすることができる。

５ 省 略

３３



６ 法第８６条の２第２項の規定に基づく許可を受けた建築物及び一敷地内認定建築物で、法第６８

条の４の規定の適用を受けるものについては、公告認定対象区域をこれらの建築物の１の敷地

とみなすとともに、第３条第５項
第６項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるの

は「第５２条第１４項」として同条の規定を適用する。この場合において、当該許可を受けた建築

物の容積率は、その許可の範囲内において、当該公告認定対象区域を１の敷地とみなして適用

する同条第１項から第４項
第５項

までの規定による限度を超えるものとすることができる。

７ 法第８６条の２第３項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一敷地内許可建

築物で、法第６８条の４の規定の適用を受けるものについては、同項に規定する公告許可対象区

域（以下「公告許可対象区域」という。）をこれらの建築物の１の敷地とみなすとともに、第

３条第５項
第６項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」と

して同条の規定を適用する。この場合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許

可の範囲内において、当該公告許可対象区域を１の敷地とみなして適用する同条第１項から

第４項
第５項

までの規定による限度を超えるものとすることができる。

３４



大阪市西野田中津線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（抄）

（建築物の容積率の最高限度）

第４条 省 略

２ 前項、第５項
第６項

及び第６項
第７項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分

（共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床

面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合においては、それぞれの建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の和）の

３分の１を限度として算入しない。

３ 第１項、第５項
第６項

及び第６項
第７項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共

同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

４ 第１項、次項及び第６項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動

車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び

乗降場を含む。）の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計

（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計

の和）の５分の１を限度として算入しない。

４ 第１項、第６項及び第７項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次

に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号において「自動車車庫等部分」

という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において「備蓄倉庫部

分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において「蓄電池設置

部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の
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床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の

床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとす

る。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

５
６
－６
７

省 略

（１の敷地とみなすこと等による制限の緩和）

第７条 省 略

２ 省 略

３ 法第８６条第３項の規定に基づく許可を受けた１又は２以上の建築物で法第６８条の４の規定の

適用を受けるものについては、同項の規定により１の敷地とみなされる一団地を当該１又は２

以上の建築物の１の敷地とみなすとともに、第４条第６項
第７項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９

条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」として同条の規定を適用する。この場合において、

当該１又は２以上の建築物の容積率は、その許可の範囲内において、当該一団地を１の敷地と

みなして適用する同条第１項から第５項
第６項

までの規定による限度を超えるものとすることができ

る。

４ 法第８６条第４項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一定の一団の土地の

区域内に現に存する建築物で、法第６８条の４の規定の適用を受けるものについては、当該一定

の一団の土地の区域をこれらの建築物の１の敷地とみなすとともに、第４条第６項
第７項

の規定中

「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」として同条の規定を適

用する。この場合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内において、

当該一定の一団の土地の区域を１の敷地とみなして適用する同条第１項から第５項
第６項

までの規定

による限度を超えるものとすることができる。

５ 省 略

３６



６ 法第８６条の２第２項の規定に基づく許可を受けた建築物及び一敷地内認定建築物で、法第６８

条の４の規定の適用を受けるものについては、公告認定対象区域をこれらの建築物の１の敷地

とみなすとともに、第４条第６項
第７項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるの

は「第５２条第１４項」として同条の規定を適用する。この場合において、当該許可を受けた建築

物の容積率は、その許可の範囲内において、当該公告認定対象区域を１の敷地とみなして適用

する同条第１項から第５項
第６項

までの規定による限度を超えるものとすることができる。

７ 法第８６条の２第３項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一敷地内許可建

築物で、法第６８条の４の規定の適用を受けるものについては、同項に規定する公告許可対象区

域（以下「公告許可対象区域」という。）をこれらの建築物の１の敷地とみなすとともに、第

４条第６項
第７項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」と

して同条の規定を適用する。この場合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許

可の範囲内において、当該公告許可対象区域を１の敷地とみなして適用する同条第１項から

第５項
第６項

までの規定による限度を超えるものとすることができる。

（罰 則）

第８条 第４条第１項若しくは第５項
第６項

又は第５条の規定に違反した場合における当該建築物の設

計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合に

おいては、当該建築物の工事施工者）は、５００，０００円以下の罰金に処する。

２－３ 省 略

３７



大阪市加島地域駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（抄）

（壁面の位置の制限）

第６条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが２メー

トルを超えるものは、地区計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはなら

ない。ただし、次に掲げる建築物又はその部分については、この限りでない。

	 敷地面積が１００平方メートル未満の建築物で、延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物が

ある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。）の敷地面積に対する割合（以下「容

積率」という。）が１０分の２０以下のもの


－� 省 略

２ 前項第１号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でそ

の天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（共同住宅の

共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床面積は、当該

建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合に

おいては、それぞれの建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の和）の３分の１を限

度として算入しない。

３ 第１項第１号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用

の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

４ 第１項第１号に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又

は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分の床面積

は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にお

いては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の５分の１を限度として算入しない。

４ 第１項第１号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築

物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号において「自動車車庫等部分」

という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において「備蓄倉庫部

分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において「蓄電池設置

３８



部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の

床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の

床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとす

る。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

３９



大阪市放出駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（抄）

（壁面の位置の制限）

第６条 別表（あ）欄に掲げる北―西地区、北―中地区、南―西地区及び南―中地区内の建築物

の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが２メートルを超える

ものは、地区計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、

次に掲げる建築物又はその部分（別表（あ）欄に掲げる南―西地区及び南―中地区内にあって

は、第２号及び第３号に掲げるものに限る。）については、この限りでない。

	 敷地面積が１００平方メートル未満の建築物で、延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物が

ある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。）の敷地面積に対する割合（以下「容

積率」という。）が、別表（あ）欄に掲げる北―西地区内にあっては１０分の２０以下、同表（あ）

欄に掲げる北―中地区内にあっては１０分の３０以下のもの


－� 省 略

２ 前項第１号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でそ

の天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（共同住宅の

共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床面積は、当該

建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合に

おいては、それぞれの建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の和）の３分の１を限

度として算入しない。

３ 第１項第１号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用

の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

４ 第１項第１号に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又

は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分の床面積

は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合にお

いては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の５分の１を限度として算入しない。

４ 第１項第１号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築

物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号において「自動車車庫等部分」

という。）

４０



� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において「備蓄倉庫部

分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において「蓄電池設置

部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の

床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の

床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとす

る。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

４１



大阪市長吉東部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（抄）

（建築物の延べ面
容積率

積の敷地面積に対する割合の最高限度）

第５条 工場の用途に供する建築物の延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合におい

ては、その延べ面積の合計。以下同じ。）の敷地面積に対する割合（以下「容積率」という。）

は、１０分の２０以下でなければならない。

２ 前項及び次条第１号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の

地階でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（共

同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床面積

は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物があ

る場合においては、それぞれの建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の和）の３分

の１を限度として算入しない。

３ 第１項及び次条第１号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住

宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

４ 第１項及び次条第１号に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車

の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分

の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある

場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の５分の１を限度として算入し

ない。

４ 第１項及び次条第１号に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲

げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号において「自動車車庫等部分」

という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において「備蓄倉庫部

分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において「蓄電池設置

部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

４２



５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の

床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の

床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとす

る。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

（壁面の位置の制限）

第６条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが２メー

トルを超えるものは、地区計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはなら

ない。ただし、次に掲げる建築物又はその部分については、この限りでない。

	 敷地面積が１００平方メートル未満の建築物で、延べ面
容積率

積の敷地面積に対する割合が１０分の

２０以下のもの


－� 省 略
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大阪市北野都島線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（抄）

（建築物の容積率の最高限度）

第３条 省 略

２ 前項及び第５項
第６項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階

でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（共同住

宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床面積は、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場

合においては、それぞれの建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の和）の３分の１

を限度として算入しない。

３ 第１項及び第５項
第６項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の

共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

４ 第１項及び次項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫そ

の他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を

含む。）の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷

地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の

５分の１を限度として算入しない。

４ 第１項及び第６項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる

建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号において「自動車車庫等部分」

という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において「備蓄倉庫部

分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において「蓄電池設置

部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の

４４



床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の

床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとす

る。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

５
６

省 略

（１の敷地とみなすこと等による制限の緩和）

第５条 省 略

２ 省 略

３ 法第８６条第３項の規定に基づく許可を受けた１又は２以上の建築物で法第６８条の４の規定の

適用を受けるものについては、同項の規定により１の敷地とみなされる一団地を当該１又は２

以上の建築物の１の敷地とみなすとともに、第３条第５項
第６項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９

条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」として同条の規定を適用する。この場合において、

当該１又は２以上の建築物の容積率は、その許可の範囲内において、当該一団地を１の敷地と

みなして適用する同条第１項から第４項
第５項

までの規定による限度を超えるものとすることができ

る。

４ 法第８６条第４項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一定の一団の土地の

区域内に現に存する建築物で、法第６８条の４の規定の適用を受けるものについては、当該一定

の一団の土地の区域をこれらの建築物の１の敷地とみなすとともに、第３条第５項
第６項

の規定中

「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」として同条の規定を適

用する。この場合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内において、

当該一定の一団の土地の区域を１の敷地とみなして適用する同条第１項から第４項
第５項

までの規定

による限度を超えるものとすることができる。

５ 省 略

４５



６ 法第８６条の２第２項の規定に基づく許可を受けた建築物及び一敷地内認定建築物で、法第６８

条の４の規定の適用を受けるものについては、公告認定対象区域をこれらの建築物の１の敷地

とみなすとともに、第３条第５項
第６項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるの

は「第５２条第１４項」として同条の規定を適用する。この場合において、当該許可を受けた建築

物の容積率は、その許可の範囲内において、当該公告認定対象区域を１の敷地とみなして適用

する同条第１項から第４項
第５項

までの規定による限度を超えるものとすることができる。

７ 法第８６条の２第３項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一敷地内許可建

築物で、法第６８条の４の規定の適用を受けるものについては、同項に規定する公告許可対象区

域（以下「公告許可対象区域」という。）をこれらの建築物の１の敷地とみなすとともに、第

３条第５項
第６項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」と

して同条の規定を適用する。この場合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許

可の範囲内において、当該公告許可対象区域を１の敷地とみなして適用する同条第１項から

第４項
第５項

までの規定による限度を超えるものとすることができる。

４６



大阪市淡路駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（抄）

（建築物の容積率の最高限度）

第５条 省 略

２ 前項及び第５項
第６項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階

でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（共同住

宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床面積は、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場

合においては、それぞれの建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の和）の３分の１

を限度として算入しない。

３ 第１項及び第５項
第６項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の

共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

４ 第１項及び次項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫そ

の他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を

含む。）の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷

地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）の

５分の１を限度として算入しない。

４ 第１項及び第６項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる

建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号において「自動車車庫等部分」

という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号において「備蓄倉庫部

分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号において「蓄電池設置

部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号において「自家発電設備設置部分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号において「貯水槽設置部分」という。）

５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の

４７



床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の

床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとす

る。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

５
６

省 略

（１の敷地とみなすこと等による制限の緩和）

第１３条 省 略

２ 省 略

３ 法第８６条第３項の規定に基づく許可を受けた１又は２以上の建築物については、同項の規定

により１の敷地とみなされる一団地を当該１又は２以上の建築物の１の敷地とみなすとともに、

第５条第５項
第６項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」

として特例対象規定を適用する。この場合において、当該１又は２以上の建築物の容積率は、

その許可の範囲内において、当該一団地を１の敷地とみなして適用する同条第１項から第４項
第５項

までの規定による限度を超えるものとすることができる。

４ 法第８６条第４項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一定の一団の土地の

区域内に現に存する建築物については、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の１の

敷地とみなすとともに、第５条第５項
第６項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあ

るのは「第５２条第１４項」として特例対象規定を適用する。この場合において、当該許可を受け

た建築物の容積率は、その許可の範囲内において、当該一定の一団の土地の区域を１の敷地と

みなして適用する同条第１項から第４項
第５項

までの規定による限度を超えるものとすることができ

る。

５ 省 略

６ 法第８６条の２第２項の規定に基づく許可を受けた建築物及び一敷地内認定建築物については、

４８



公告認定対象区域をこれらの建築物の１の敷地とみなすとともに、第５条第５項
第６項

の規定中「第

５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」として特例対象規定を適用

する。この場合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内において、

当該公告認定対象区域を１の敷地とみなして適用する同条第１項から第４項
第５項

までの規定による

限度を超えるものとすることができる。

７ 法第８６条の２第３項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一敷地内許可建

築物については、同項に規定する公告許可対象区域（以下「公告許可対象区域」という。）を

これらの建築物の１の敷地とみなすとともに、第５条第５項
第６項

の規定中「第５２条第１４項又は法第

５９条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」として特例対象規定を適用する。この場合にお

いて、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内において、当該公告許可対象区

域を１の敷地とみなして適用する同条第１項から第４項
第５項

までの規定による限度を超えるものと

することができる。
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大阪市南堀江１丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例（抄）

（建築物の容積率の最高限度）

第５条 省 略

２ 前項及び第５項
第６項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階

でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分（共同住

宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床面積は、

当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場

合においては、それぞれの建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の和）の３分の１

を限度として算入しない。

３ 第１項及び第５項
第６項

に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の

共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

４ 第１項及び次項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫そ

の他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を

含む。以下「自動車車庫等」という。）の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物

の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物

の各階の床面積の合計の和）の５分の１を限度として算入しない。

４ 第１項及び第６項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる

建築物の部分の床面積は、算入しない。

� 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車

場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分（次項第１号及び第１０条第１項において「自

動車車庫等部分」という。）

� 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分（次項第２号及び第１０条第１項にお

いて「備蓄倉庫部分」という。）

� 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分（次項第３号及び第１０条第１項にお

いて「蓄電池設置部分」という。）

� 自家発電設備を設ける部分（次項第４号及び第１０条第１項において「自家発電設備設置部

分」という。）

� 貯水槽を設ける部分（次項第５号及び第１０条第１項において「貯水槽設置部分」という。）

５０



５ 前項の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の

床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の

床面積の合計の和）に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとす

る。

� 自動車車庫等部分 ５分の１

� 備蓄倉庫部分 ５０分の１

� 蓄電池設置部分 ５０分の１

� 自家発電設備設置部分 １００分の１

� 貯水槽設置部分 １００分の１

５
６

省 略

（既存の建築物に対する制限の緩和）

第１０条 法第３条第２項の規定により第５条第１項の規定の適用を受けない建築物について、次

に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第３条第３項第３号及び第４

号の規定にかかわらず、第５条第１項の規定は、適用しない。

	 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものである
おいて自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄

電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分となる
こと


 増築前における自動車車庫等の用途に供しない
自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部

分及び貯水槽設置部分以外の
部分の床面積の合計が基準時（法第３条第２項の規定により第

５条第１項の規定の適用を受けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続き

第５条第１項の規定（同項の規定が改正された場合においては改正前の同項の規定を含

む。）の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。）における自動
当該

車車庫等の用

途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること

� 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築

後における当該建築物の床面積の合計の５分の１（改築の場合において、基準時における自

動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計

の５分の１を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積

５１



の合計）を超えないこと

� 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、

蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計又は貯水槽設置部分

の床面積の合計（以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。）が、第５条第

５項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積

の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積（改築の場合において、基準時における対

象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建

築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時

における対象部分の床面積の合計）を超えないものであること

２－３ 省 略

４ 法第３条第２項の規定により第５条第１項、第６条又は第８条の規定の適用を受けない建築

物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第３条第３項第３号

及び第４号の規定にかかわらず、これら
第５条第１項、第６条及び第８条

の規定は、適用しない。

（１の敷地とみなすこと等による制限の緩和）

第１２条 省 略

２ 省 略

３ Ａ地区内の法第８６条第３項の規定に基づく許可を受けた１又は２以上の建築物については、

同項の規定により１の敷地とみなされる一団地を当該１又は２以上の建築物の１の敷地とみな

すとともに、第５条第５項
第６項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるのは「第

５２条第１４項」として特例対象規定を適用する。この場合において、当該１又は２以上の建築物

の容積率は、その許可の範囲内において、当該一団地を１の敷地とみなして適用する同条第１

項から第４項
第５項

までの規定による限度を超えるものとすることができる。

４ Ａ地区内の法第８６条第４項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一定の一

団の土地の区域内に現に存する建築物については、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建

築物の１の敷地とみなすとともに、第５条第５項
第６項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９条の２第

１項」とあるのは「第５２条第１４項」として特例対象規定を適用する。この場合において、当該

許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内において、当該一定の一団の土地の区域を
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１の敷地とみなして適用する同条第１項から第４項
第５項

までの規定による限度を超えるものとする

ことができる。

５ 省 略

６ Ａ地区内の法第８６条の２第２項の規定に基づく許可を受けた建築物及び一敷地内認定建築物

については、公告認定対象区域をこれらの建築物の１の敷地とみなすとともに、第５条第５項
第６項

の規定中「第５２条第１４項又は法第５９条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」として特例対

象規定を適用する。この場合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲

内において、当該公告認定対象区域を１の敷地とみなして適用する同条第１項から第４項
第５項

まで

の規定による限度を超えるものとすることができる。

７ Ａ地区内の法第８６条の２第３項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一敷

地内許可建築物については、同項に規定する公告許可対象区域（以下「公告許可対象区域」と

いう。）をこれらの建築物の１の敷地とみなすとともに、第５条第５項
第６項

の規定中「第５２条第１４

項又は法第５９条の２第１項」とあるのは「第５２条第１４項」として特例対象規定を適用する。こ

の場合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内において、当該公告

許可対象区域を１の敷地とみなして適用する同条第１項から第４項
第５項

までの規定による限度を超

えるものとすることができる。
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